
人事行政の運営等の状況を公表 

 

平成 26年度の職員の給与や服務の状況などの人事行政の運営等の状況をお知らせします。 

これは、地方公務員法及び養父市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、人事行政の公

平性、透明性を高めることを目的として行うものです。 

 

平成 27年９月 30日 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

 職員数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

H26年 H27年 

福
祉
関
係
を
除
く
一
般
行
政 

議 会 

総 務 

税 務 

農林水産 

商 工 

土 木 

4人 

67人 

13人 

20人 

10人 

21人 

4人 

71人 

12人 

20人 

9人 

21人 

0人 

４人 

△1人 

0人 

△1人 

0人 

 

事務事業量の見直しによる増 

事務事業量の見直しによる減 

 

事務事業量の見直しによる減 

小 計 135人 137人 ２人  

福
祉
関
係 

民 生 

衛 生 

54人 

26人 

55人 

25人 

１人 

△1人 

事務事業量の見直しによる増 

事務事業量の見直しによる減 

小 計 80人 80人 0人  

一般行政部門計 215人 217人 ２人 [参考：類似団体の職員数 189人] 

教 育 47人 40人 △7人  

消 防 0人 0人 0人  

小 計 47人 40人 △7人 [参考：類似団体の職員数 40人] 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

病 院 

水 道 

交 通 

下水道 

その他 

7人 

8人 

0人 

7人 

17人 

7人 

8人 

0人 

7人 

16人 

0人 

0人 

0人 

0人 

△1人 

 

 

 

 

事務事業量の見直しによる減 

小 計 39人 38人 △1人  

総 合 計 301人 295人 △6人  

 （注） 職員数は、市長、副市長を除いた人数です。 



(2) 年齢別職員数の状況（平成 26年４月１日現在） 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳

～ 

23歳 

24歳

～ 

27歳 

28歳

～ 

31歳 

32歳

～ 

35歳 

36歳

～ 

39歳 

40歳

～ 

43歳 

44歳

～ 

47歳 

48歳

～ 

51歳 

52歳

～ 

55歳 

56歳

～ 

59歳 

60歳 

 

以上 

計 

職員数 0人 5人 15人 15人 24人 37人 46人 37人 40人 39人 40人 3人 301人 

 

 (3) 定員管理計画の数値目標 

  ① 定員管理計画目標 

    平成 21年度から平成 25年度までの定員適正化計画は、５箇年で 350人以下の目標であったが、

平成 25年度では 312人、平成 26年度当初では 301人となり適正化目標は達成した。 

平成 26年 9月に新たに定員管理計画を策定した。この計画では、定員 300人を原則としている。 

   

② 定員管理計画策定時における定員の数値目標 

 
部門 区分 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年 H30年 

一般行政部門 

減 員  11人 9人 8人 8人 10人 

増 員  4人 8人 8人 8人 10人 

差 引  △7人 △1人 0人 0人 0人 

職員数 222人 215人 214人 214人 214人 214人 

特別行政部門 

減 員  2人 0人 0人 1人 2人 

増 員  2人 0人 0人 1人 2人 

差 引  0人 0人 0人 0人 0人 

職員数 47人 47人 47人 47人 47人 47人 

公営企業等部門 

減 員  4人 0人 0人 1人 1人 

増 員  0人 0人 0人 1人 1人 

差 引  △4人 0人 0人 0人 0人 

職員数 43人 39人 39人 39人 39人 39人 

総合計 

減 員  17人 9人 8人 10人 13人 

増 員  6人 8人 8人 10人 13人 

差 引  △11人 △1人 0人 0人 0人 

職員数 312人 301人 300人 300人 300人 300人 



(4) 採用者・退職者の状況 

  ① 採用試験の実施状況（平成 26年４月２日～平成 27年４月１日） 

区 分 受験者 １次試験合格者 最終合格者 採用者 

事務職 38人 18人 6人 6人 

事務職（一般任期付き） 1人 1人 1人 1人 

保育士 16人 9人 4人 4人 

栄養士 (一般任期付き) 4人 1人 1人 1人 

合 計 59人 29人 12人 12人 

 

② 退職者の状況（平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日） 

区 分 定 年 勧 奨 自己都合 その他 合 計 

一般事務職 8人 5人 4人 1人 18人 

保 健 師 0人 0人 0人 0人 0人 

保 育 士 0人 0人 0人 0人 0人 

看 護 師 0人 0人 0人 0人 0人 

医   師 0人 0人 0人 0人 0人 

教   諭 0人 0人 0人 0人 0人 

消 防 職 0人 0人 0人 0人 0人 

技能労務職 1人 0人 0人 0人 1人 

合 計 9人 5人 4人 1人 19人 

(5) 障害者の任用状況（平成 26年６月１日現在） 

 

※法定雇用障害者数（6人）は不足なし。 

 

２ 職員の給与の状況 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

（26年度末） 

歳出額 

A 
実質収支 

人件費 

B 
人件費率 B/A 

25年度の 

人件費率 

26年度 25,373人 20,344,337千円 812,080千円 2,423,465千円 11.9％ 13.9％ 

   （注） 普通会計とは、地方財政決算統計上における会計区分であって、公営企業と事業会計以外

のすべての会計をいいます。 

 

 (2) 職員給与費の状況（普通会計予算） 

区 分 
職員数 

A 

給     与     費 １人当たり給与費 

B/A 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

26年度 261人 1,020,400千円 191,057千円 376,371千円 1,587,828千円 6,084千円 

   （注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

      ２ 給与費は当初予算に計上された額です。 

法定雇用率   2.3％ 2.52％ 



 (3) 職員の平均給料月額、平均年齢の状況（平成 26 年４月１日現在） 

一般行政職 技能労務職 

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 

326,300円 44.1歳 310,700円 49.7歳 

 

 (4) ラスパイレス指数の状況 

H26年(4/1) H25年(4/1) 

95.2 
102.2 

（参考値 94.4） 

   （注） ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の給与水準を

示す指数です。なお、参考値は、国家公務員の時限的な給与改定特例法による措置が無いとし

た場合の値です。 

 

 (5) 職員の初任給の状況（平成 26年４月１日現在） 

区  分 養父市 国 

一般行政職 
大学卒 174,200円 174,200円 

高校卒 142,100円 142,100円 

    

 (6) 職員の経験年数別平均給料月額の状況（平成 26年４月１日現在） 

区      分 大学卒 高校卒 

一般行政職 

経験年数 10年以上 15年未満 268,500円 237,600円 

経験年数 15年以上 20年未満 309,800円 268,800円 

経験年数 20年以上 25年未満 362,800円 315,000円 

 

 (7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成 26年４月１日現在） 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

標準的な

職務内容 
主 事 主 事 

副主幹 

主 査 
主 幹 課長 課 長 部 長 

職員数 16人 ５人 74人 79人 6人 27人 10人 

構成比 7.4％ 2.3％ 34.1％ 36.4％ 2.8％ 12.4％ 4.6％ 

   （注）１ 養父市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

      ２ 標準的な職務の内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。



３ 職員手当の状況 

 (1) 期末手当・勤勉手当（平成 26年４月１日現在） 

養  父  市 国 

１人当たり平均支給額（26年度） 

14,473百円 

 

（26年度支給割合） 

期末手当 2.60月分 

 勤勉手当 1.50月分 

（26年度支給割合） 

期末手当 2.60月分 

 勤勉手当 1.50月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算 5％～10％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算 5％～20％ 

 

 (2) 退職手当（平成 26年４月１日現在） 

養  父  市 国 

（支給率）  自己都合   勧奨・定年 

勤続 20年  21.62月分  27.025月分 

勤続 25年  30.82月分  36.57 月分 

勤続 35年  43.70月分  52.44 月分 

最高限度額  52.44月分  52.44月分 

その他の加算措置：定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算） 

１人当たり平均支給額 26,530千円 

（支給率）  自己都合   勧奨・定年 

勤続 20年  21.62月分  27.025月分 

勤続 25年  30.82月分  36.57月分 

勤続 35年  43.70月分  52.44月分 

最高限度額  52.44月分  52.44月分 

その他の加算措置：定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算） 

 

   （注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 26年度に退職した全職種に係る職員に支給された

平均額です。 

 

 (3) 地域手当（平成 26年４月１日現在） 

支給職員１人当たり平均支給月額（平成 26年４月） － 百円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

全地域 0％ － 0％ 



(4) 特殊勤務手当（平成 26年４月１日現在） 

区     分 全  職  種 

職員全体に占める手当支

給職員の割合 
1.3％ 

１人当たり平均支給月額 1,244百円 

手当の種別及び支給額 

税務滞納処分事務手当                日額 500円 

感染病防疫作業手当                 日額 500円 

危険困難作業手当（除雪作業・へい獣死廃処理・有害獣捕獲回収・環

境衛生消毒作業）                  日額 500円 

行旅死亡人作業手当                 日額 500円 

清掃員（清掃主任）手当                日額 720円 

清掃員手当                      日額 620円 

重機運転手当（もっぱら重機運転に従事）       日額 500円 

医師手当（国保医師）       予算の範囲内で市長が定める額 

医師往診手当           予算の範囲内で市長が定める額 

医師初任給調整手当        予算の範囲内で市長が定める額 

医師歯科診医師手当        予算の範囲内で市長が定める額 

看護師待機手当                    1回 1,000円 

索道技術管理（管理者）手当（運行業務期間中）    月額 20,000円 

索道技術管理（補佐）手当（運行業務期間中）    月額 10,000円 

し尿収集処理作業手当                 日額 810円 

し尿収集処理作業（主任）手当            日額 1,050円 

ごみ処理作業手当                   日額 810円 

ごみ処理作業（主任）手当              日額 1,050円 

火葬作業手当                     日額 810円 

歯科技工師手当                    日額 960円 

マイクロバス運転手当                日額 1,000円 

  （注） 平均支給月額は、平成 26 年４月支給月額を平成 26 年４月の支給対象職員数で除したもので

す。



(5) 時間外勤務手当 

支給職員１人当たり平均支給月額（平成 26年４月実績） 442百円 

 

 (6) その他手当（平成 26年４月１日現在） 

区 分 養  父  市 国 

住居手当 

 

・国と同じ 

 

・借家＝家賃に応じて 27,000 円を限度に

支給（家賃 12,000 円を超える場合に限

る） 

通勤手当 

・交通機関利用の場合＝国と同じ 

・自動車等利用の場合＝使用距離に応じ

て 1,000円～31,600円を支給 

・交通機関利用の場合＝運賃等相当額が

55,000円以下は運賃等相当額 

・自動車等利用の場合＝使用距離に応じて

2,000円～31,600円を支給 

扶養手当 ・国と同じ 

・配偶者 13,000円 

・配偶者以外の扶養１人 6,500円（職員に

配偶者がない場合は、そのうち１人につ

き 11,000円） 

・16歳から 22歳までの子１人 5,000円加 

 算 

管理職手当 

・管理又は監督の地位にある職員のう

ち、規則で指定する職員 

  部長級  53,100円 

  課長級  41,800円 

  副課長級 32,100円 

・管理又は監督の地位にある職員のうち、

規則で指定する職員 

  俸給表別、職務の給別、俸給の特別調

整額の区分別に定額の手当てを支給 

  46,300円～146,400円 

 

４ 特別職の報酬等の状況 

 (1) 給料、報酬、期末手当の状況（平成 26年４月１日現在） 

 市 長 副市長 教育長 議 長 副議長 議 員 

給料・報酬 

（月額） 
783,000円 630,000円 585,000円 430,000円 340,000円 310,000円 

期末手当 

(26年度支給割合) 

3.95 月分（６月期＝1.90 月分、12 月

期＝2.05月分）  

3.95月分（６月期＝1.90月分、12月

期＝2.05月分） 

    

 (2) 退職手当の状況（平成 26年４月１日現在） 

区 分 算定方式 支給時期 

市 長 給料月額×41/100×在職月数 任期毎 

副市長 給料月額×25/100×在職月数 任期毎 

教育長 給料月額×18.5/100×在職月数 任期毎 



５ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 (1) 勤務時間の状況（平成 26年４月１日現在） 

勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

７時間 45分/日 8：30 17：15 12：00～13：00 

 

 (2) 年次有給休暇の取得状況（平成 26年） 

付与日数 １人当たり平均取得日数 

１暦年につき 20日 8.6日 

 

 (3) 特別休暇等の概要（平成 26年４月１日現在） 

主な種類 付  与  日  数  等 

公民権行使 

必要と認められる期間 証人等出頭 

骨髄提供 

ボランティア休暇 ５日以内（年） 

結婚休暇 ５日以内 

産前休暇 
出産予定日８週間（多胎妊娠の場合にあっては 14週間）前の日から出産の日

まで 

産後休暇 出産の日の翌日から８週間を経過する日まで 

育児時間 １日につき２回各 30分以内 

妻の出産 
妻の出産に係る入院等の日から出産の日後２週間を経過する日までの間にお

いて２日以内 

育児参加休暇 
職員の妻の産前産後８週間の期間、当該出産にかかる子又は小学校就学前の

子を養育するため必要な場合 ５日以内（年） 

生理休暇 必要な期間 

子の看護 
小学校就学前の子の看護の為、勤務しないことが相当であると認められる場

合 ５日以内（年） 

短期の介護休暇 
日常生活を営むのに支障がある者を介護する為、勤務しないことが相当であ

ると認められる場合、５日以内（年） 

忌引 親族の区分により１日から 10日までの期間 

父母の追悼行事 １日以内 

夏季休暇 ５日以内（７月～９月） 

リフレッシュ休暇 勤続年数が 20年、30年に達した場合 連続する３日以内 

病気休暇 
120 日以内（ただし、結核性疾患、精神障害の場合２年以内。公務災害の場

合は任命権者が必要と認める期間） 

介護休暇 連続する６月の期間内において必要と認められる期間（無給） 

育児休業 ３歳に満たない子を養育する場合 その子が３歳に達する日まで（無給） 



 (4) 育児休業の取得状況（平成 26年度） 

区 分 取 得 者 数 

男性 女性 計 

育児休業 0人 2人 2人 

部分休業 0人 0人 0人 

   （注） 平成 26年度中に新たに取得した人数です。 

 

６ 職員の分限及び懲戒免職処分の状況 

 (1) 分限処分の状況（平成 26年度） 

処  分  事  由 免職 降任 休職 降給 計 

勤務実績が良くない場合 0人 0人   0人 

心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又こ

れに堪えない場合 
0人 0人 0人  0人 

職に必要な適格性を欠く場合 0人 0人   0人 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を

生じた場合 
0人 0人   0人 

刑事事件に関し起訴された場合   0人  0人 

水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不

明となった場合 
  0人 0人 0人 

計 0人 0人 0人 0人 0人 

   （注） 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保という目的から、一定の事由

がある場合に、職員の意に反して免職や休職などの処分を行うことです。 

 

 (2) 懲戒処分の状況（平成 26年度） 

処分事由 戒告 減給 停職 免職 計 

法令に違反した場合 0人 0人 0人 0人 0人 

職務上の義務に違反した又は職務を

怠った場合 
0人 0人 0人 0人 0人 

全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行のあった場合 
0人 0人 0人 0人 0人 

計 0人 0人 0人 0人 0人 

   （注） 懲戒処分とは、職員に職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があっ

た場合に、その道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目

的として、職員に制裁として処分を行うことです。 



７ 職員の服務の状況 

 (1) 職務専念義務の免除の概要（平成 26年４月１日現在） 

免除の対象と

なる主な場合 

研修を受ける場合 

厚生に関する計画の実施に参加する場合 

職務遂行に関し密接な関連のある国、県又は他の地方公共団体若しくは

公共的団体の職務に従事する場合 

消防団員又は水防団体としての業務に従事する場合 

定期健康診断又は市長が認める健康診断を受ける場合 

 

 (2) 営利企業等従事許可の状況（平成 26年度） 

許可した内容 許可件数 

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社

その他の団体の役員その他の地位を兼ねるもの 
0件 

自ら営利を目的とする私企業を営むもの 0件 

報酬を得て事業又は事務に従事するもの 15件 

 

８ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 (1) 研修の実施状況（平成 26年度） 

主 催 者 研  修  名 
受講者数 

（延べ数） 

兵庫県自治研修所 市町職員、中堅職員、監督職、管理職 20人 

兵庫県市長会   0人 

但馬広域行政事務組合 
新任職員、中堅職員、管理監督職、プレゼン、行政法、地

方自治法、法制執務、人権教育・啓発 など 
59人 

養父市等 
新任、接遇、政策形成、管理監督職、人権、心肺蘇生法・

AED、意識改革、商工会新人研修 など 
417人 

 

 (2) 勤務評定の状況 

   ・人事評価制度へ移行中（勤勉手当への反映） 

 

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 (1) 健康診断等の実施状況（平成 26年度） 

区  分 受診者数 

定期健康診断 335人 

人間ドック 146人 

カウンセリング事業 0人 

 



 (2) 共済組合及び職員互助会の事業の概要（平成 26年度） 

  ① 共済制度 

    職員は、兵庫県市町村職員共済組合又は公立学校共済組合に加入しています。 

    共済組合では、短期（医療保険）、長期（公的年金）、福祉（保健、貯金、貸付）等の事業を行って

います。 

    これらの事業は、職員の掛金と、市の負担金で運営されています。 

 

  ② 職員互助会 

    職員は、兵庫県町村職員互助会又は兵庫県学校厚生会に加入しています。 

    会では、福利厚生事業（各種見舞金、各種祝金、弔慰金等の給付）等の事業を行っています。 

これらの事業は、職員の掛金と、市の負担金で運営されており、その状況は次のとおりです。 

年度 公費負担額 会員掛金総額 会員数 １人当たり公費補助額 公費負担率 

26 4,364千円 4,764千円 303人 7,801円 33.0％ 

    また、職員は、独自に養父市職員互助会を組織しています。 

    会では、福利厚生事業（慶弔金の給付事業、元気回復や健康増進事業等）を行っています。 

    これらの事業は、職員の掛金のみで運営されており、公費負担はありません。 

 

 (3) 公務災害等の認定状況（平成 26年度） 

区 分 傷 病 死 亡 

公 務 災 害 0件 0件 

通 勤 災 害 0件 0件 

 

 (4) 勤務条件に関する措置の要求の状況（平成 26年度） 

区   分 件 数 

前年度からの繰越件数 0件 

当年度の新規要求件数 0件 

当年度中終了件数 0件 

次年度への繰越件数 0件 

 

 (5) 不利益処分に関する不服申立ての状況（平成 26年度） 

区   分 件 数 

前年度からの繰越件数 0件 

当年度の新規要求件数 0件 

当年度中終了件数 0件 

次年度への繰越件数 0件 

 


